
令和５年度札幌市動物管理センター教育普及事業運営業務 

企画競争評価基準 

 

１ 本書の目的 

  本書は、「令和５年度札幌市動物管理センター教育普及事業運営業務」（以下、「本業務」

という。）に係る公募型企画競争における契約候補者を選定するための評価基準その他の

必要な事項について定めるものである。 

 

２ 審査・評価の実施主体 

  本業務に係る企画提案書の審査・評価は、本市が設置する「令和５年度札幌市動物管

理センター教育普及事業運営業務企画競争実施委員会」（以下「実施委員会」という。）

において行う。 

 

３ 審査方法 

  委員は、「令和５年度札幌市動物管理センター教育普及事業運営業務 提案説明書」及

び本企画競争評価基準に基づき、企画提案書の内容を審査し、採点を行う。 

  委員は、１つの企画提案につき 50 点満点で採点し、その採点結果の平均点を算出し、

以下の①、②条件をすべて満たす最高得点者を契約候補者とする。 

  ①各委員の評価点合計の平均が 30点以上であること 

  ②各委員の各業務内容（項目２～４）の評価点の平均がそれぞれ 6点以上であること 

 

４ 審査手順 

 ⑴ 書類及びヒアリングによる審査 

  企画提案書に基づき、書類及びヒアリングによる審査を行う。各委員は各企画提案

書について採点を行う。 

 ⑵ 契約候補者の決定 

   ⑴の得点に基づき、契約候補者を選定する。 

 

５ 採点の方法 

委員は、提案に対し別紙１の評価基準により、下記のとおり各項目について採点する。

なお、間の点数は認めない。 

 【５点満点】 

特に優れている ５点 

優れている ４点 

普通 ３点 

やや不十分 ２点 

不十分 １点 

 

６ 最高得点者が複数となった場合（同点の場合） 

同点により契約候補者となるべき最高得点を得た者が複数あるときは、評価基準の評



価項目のうち「項目２」、「項目３」及び「項目４」の３項目の合計得点が高い方を上位と

する。 

なお、これによっても優劣がつかない場合は、実施委員会での協議により契約候補者

を選考する。 

 

７ 事前審査 

多数の応募があった場合には、ヒアリング審査に先駆けて、企画提案書による事前審

査を行い、ヒアリング審査の参加者を３者程度に選考する場合がある。 

この際の選考方法は企画提案書のみを審査するものとし、採点は別紙１の「１ 事業

の目的理解」により行う。 

 

８  企画提案書の提出が１者であった場合 

企画提案提出者が１者の場合は、以下の①、②条件をすべて満たしていれば、契約候補

者として決定する。 

①各委員の評価点合計の平均が 30点以上であること 

②各委員の各業務内容（項目２～４）の評価点の平均がそれぞれ 6点以上であること 

 

９ 失格となる場合 

  以下の場合は、企画内容を問わず失格とし、以降の評価・採点は行わない。 

⑴ 企画提案提出者が参加資格を満たしていないことが判明した、又は満たさないこと

となった場合。 

⑵ 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合。 

⑶ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 

⑷ 実施委員会において不適切と認められた場合。 

  



別紙１ 

令和５年度札幌市動物管理センター教育普及事業運営業務 評価基準 

評価項目 評価の視点 配点 

1 事業の目的理解 

・本業務の提案内容が「札幌市動物愛護管理推進計画」の趣

旨を理解した提案になっており、事業目的を理解した内

容となっているか。 

５ 

・事業内容が新センターの開設を契機とした効果的な動物

愛護の普及啓発という趣旨に合致しているか。 
５ 

2 

新センター開設

に向けたプロモ

ーション 

・新センター開設を広く市民に周知できるような内容とな

っているか。 
５ 

・市民の動物愛護精神の涵養に寄与する内容となっている

か。 
５ 

3 教育プログラム 

・各プログラムの対象層に的確に届く広報が行われるか。 ５ 

・参加者の行動変容を促すことのできる事業内容となって

いるか。 
５ 

4 常設展示 

・来場者の目を引き、効果的な啓発が可能な内容となって

いるか。 
５ 

・長時間展示しても陳腐化しない工夫が行われているか ５ 

5 企画運営内容 

・業務スケジュールが適切で、効果的な PR方法が盛り込ま

れるなど、企画の実現性は十分確保されているか。また、

独自提案内容がある場合、それが有効な普及啓発手段と

なっているか。 

５ 

6 積算内容 
・提案内容に対する経費の積算は、適正であるか。ただし、

積算合計額については評価しない。 
５ 

合    計 ５０ 

 

＜採点基準＞ 【５点満点】 

・特に優れている ５点 

・優れている ４点 

・普通 ３点 

・やや不十分 ２点 

・不十分 １点 

 


